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※ 年金相談には、ご夫婦双方の年金手帳、年金証書、マイナンバー（個人番号）がわかるもの、本人確認ができる身分証明書、
印鑑などをお持ちください。代理の方の場合には、委任状と、代理の方の本人確認ができる身分証明書（運転免許証等）、
本人の認印（請求書を提出する場合）が必要です。

※浜田年金事務所で相談される場合も、電話で予約しておくとスムーズに相談できます。

〔年金相談の予約・問い合わせ先〕浜田年金事務所　☎ 0855-22-0670　  0855-23-0442

相 談 日  12月8日㈫・22日㈫  毎月第 2・4 火曜日
相談場所 市立市民学習センター
 12 月 8 日㈫  103 研修室
 12 月 22 日㈫  104 研修室
相談時間 10:00 ～ 15:30
☆要予約 相談日の１カ月前から受付

※ なお、定員に達した時点で受付は終了します。予約の際は、
お手元に基礎年金番号のわかるものをご用意ください。

《 浜田年金事務所　出張年金相談 》
相 談 日  12月24日㈭
 毎月第 4 木曜日
相談場所 浜田年金事務所
相談時間 13:00 ～ 16:00
☆要予約 12月16日㈬までに予約
予約方法  電話または FAX　※代理可
　　　　　 （ 記載事項：住所、氏名、FAX番号、相談内容、

相談希望時間）

《 浜田年金事務所　手話による年金相談 》

★国民年金保険料のご案内を民間委託しています
　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れの方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付の案内や免除等
の申請手続きの案内を民間事業者に委託しています。この民間委託は、「競争の導入による公共サービスの改革に
関する法律」に基づき、これまで国等が行なってきた事業に民間事業者の参入機会を広げ、民間事業者の創意工夫
やノウハウの活用により、低コストでより良いサービスの提供を目指すことを目的としています。
　日本年金機構は、事業の民間委託を通じて年金制度について理解を深めていただくとともに、保険料の納め忘れ
による低額年金者や無年金者の減少を目指しています。
　令和 2 年 10 月から、次の民間事業者がご案内します。

※詳しくは、浜田年金事務所（☎ 0855-22-0670）へ問い合わせください。

【振り込め詐欺などにご注意！】
 民間事業者は、日本年金機構が発行した納付書により最寄りの金融機関やコンビニエンスストアでお支払いい
ただくようご案内します。銀行口座を指定して ATM の操作により振込みをお願いすることはありません。

 平成 29 年 10 月以降、民間事業者の訪問員による収納業務を廃止していることから、現金をお預かりすること
はありません。

　＜受託事業者＞　事業者名　（株）バックスグループ
　　　　　　　　　問い合わせ先　☎ 0800-808-7000

益田市成人式
令和3年1月2日（土）�13：30〜

（受付・開場�13：00 〜）
会　場　グラントワ 大ホール
対象者 平成12 （2000）年4月2日～

  平成13 （2001）年4月1日に生まれた方

　住民票の有無、お住まいの住所にかかわらず、新成人の方
はどなたでも参加できます。多くの新成人の方の出席をお待
ちしています。
　※ 来場者を把握するため、案内はがきを入場券とします。
　※ 案内はがきが無い方、紛失した方、保護者の方も、当日、

受付に備えている名簿に、氏名・住所・連絡先を記入す
ることで入場できます。

問 市社会教育課  ☎ 31-0622　 31-0641

　この最低賃金は、島根県内の事業場で働くすべての労
働者とその使用者に適用されます。
★「島根県最低賃金」に関する問い合わせ
　島根労働局労働基準部賃金室　☎ 0852-31-1158
　益田労働基準監督署　☎ 22-2351
★ 島根労働局雇用環境・均等室では、労働者の賃金引

上げを図る事業主を支援するため「業務改善助成金」
を取り扱っています。詳しくは問い合わせください。

問 島根労働局雇用環境・均等室　☎ 0852-20-7007

島根県最低賃金改定

2円UP

10月1日から適用

792円時間額


